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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車フレームであって、
　前フレーム部分（２）、後フレーム部分（４）、および前記の前フレーム部分（２）を
前記の後フレーム部分（４）と連結する中間フレーム部分（６）を含み、
　前記の前フレーム部分（２）は、互いに離間した１対の前ストラット・タワー（１０，
１２）を有し、
　前記の後フレーム部分（４）は、互いに離間した１対の後ストラット・タワー（５０，
５２）を有し、
　前記の前ストラット・タワー（１０，１２）の各々と、前記の後ストラット・タワー（
５０，５２）の各々とは、単体鋳造物であって、且つ車両サスペンション手段に連結され
ており、
　前記の前ストラット・タワー（１０，１２）の各々は、前記の前ストラット・タワー（
１０，１２）の上方部分に接触する上方の前部の長手方向ビーム（２０，３２）、および
前記の前ストラット・タワー（１０，１２）の下方部分に接触する下方の前部の長手方向
ビーム（１６）によって前記中間フレーム部分（６）に連結されており、
　前記の後ストラット・タワー（５０，５２）の各々は、前記の後ストラット・タワー（
５０，５２）の上方部分に接触する上方の後部の長手方向ビーム（７０，６４）、および
前記の後ストラット・タワー（５０，５２）の下方部分に接触する下方の後部の長手方向
ビーム（７２，６６）によって前記中間フレーム部分（６）に連結されており、前記の前
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ストラット・タワー（１０，１２）及び前記の後ストラット・タワー（５０，５２）は実
質的に剛性の自動車フレームを提供していることを特徴とする自動車フレーム。
【請求項２】
　前ストラット・タワー（１０，１２）及び後ストラット・タワー（５０，５２）の第１
部分（１４０，１４２；１４４，１４６）に固定された上サスペンション・アームと、前
ストラット・タワー（１０，１２）及び後ストラット・タワー（５０，５２）の下に位置
する第２部分（１６０，１６２，１６４）に固定された下サスペンション・アームとを有
する、前ストラット・タワー（１０，１２）及び後ストラット・タワー（５０，５２）に
連結された前記車両サスペンション手段を含む請求項１に記載の自動車フレーム。
【請求項３】
　車両ステアリング・ラックが連結されている前記前ストラット・タワー（１０，１２）
を含む請求項２に記載の自動車フレーム。
【請求項４】
　機械的留め具によって前ストラット・タワー（１０，１２）及び後ストラット・タワー
（５０，５２）に固定されている前記サスペンション手段を含む請求項１に記載の自動車
フレーム。
【請求項５】
　一対の後ストラット・タワー（５０，５２）は、互いに他に対して左右が逆の鏡像にな
っており、一対の前ストラット・タワー（１０，１２）は互いに他に対して左右が逆の鏡
像になっている、請求項１に記載の自動車フレーム。
【請求項６】
　前ストラット・タワー（１０，１２）及び後ストラット・タワー（５０，５２）は剛性
である請求項１に記載の自動車フレーム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
（１．発明の分野）
本発明は、前単体鋳造支持物と後単体鋳造支持物との対の使用を含む改善された自動車フ
レーム構造物であって、これらの支持物にフレームの他の部分と車両の他の部分が確保さ
れている自動車フレーム構造物に関する。
【０００２】
（２．従来の技術の説明）
多数の個別構成部分を組み立てて確立された各種のフレーム構造物を有する自動車（ａｕ
ｔｏｍｏｂｉｌｅ）などの、自動車両が提供されていることは周知である。このようなフ
レームを、車両に構造的完全性を提供するのみならず、車両のステアリング要素、サスペ
ンション要素、緩衝要素、およびその他の要素など、他の構成部分を車両に確保するため
に使用することも知られている。広く米国特許第４４６６６５３号、同第４８０４２２２
号、同第４８４０４２４号、同第５３１６３６７号、同第５３４６２７６号、および同第
５３６４１２８号を参照されたい。
【０００３】
従来の周知のシステムに関する問題の１つは、多数の個別部品の在庫およびこれらの部品
の組立に要する労力の投入を必要とすることであった。このようなアプローチは比較的高
価となり、多くの場合に車両の重量を増やすことに加えて、構成部分の適切な整列を行う
ことの必要性が問題を作っている。個別構成部分の許容量を維持する必要性も問題を作っ
ている。
【０００４】
車両構成部分の望まれる構造的完全性、強度、耐衝撃性、および適切な確保を提供するよ
うに、構成部分を支持しなければならない自動車用のフレームとして、いわゆる「立体フ
レーム」を使用することが知られている。
【０００５】
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上述の周知のシステムにもかかわらず、生産能率を強化するとともに所望または必要な品
質を保存または強化する自動車フレームの極めて現実的で実質的な必要性が残されている
。
【０００６】
（発明の概要）
本発明は、前フレーム部分、後フレーム部分、およびこれらの中間に連結された中間フレ
ーム部分を含む自動車フレーム組立品を準備することによって、上記の必要性を満たした
。前フレーム部分は、互いに離間した１対の前ストラット・タワーを有し、後フレーム部
分は、互いに離間した１対の後ストラット・タワーを有する。複数のフレーム構成部分が
、フレームの側部に配置されたストラット・タワーに連結されている。各ストラット・タ
ワーは単体金属鋳造物である。
【０００７】
ストラット・タワーはサスペンション手段に確保されているが、サスペンション手段、緩
衝器、ステアリング構成部分、構造横材、およびシステムのその他の構成部分に確保され
、これらを支持している。
【０００８】
本発明の目的は、単体鋳造金属要素であるフレーム部分を有する改善された実質的に剛性
の自動車フレームを提供することである。
【０００９】
本発明のもう１つの目的は、鋳造ストラット・タワーの前対と後対であるこのような鋳造
フレーム要素を提供することである。
【００１０】
本発明のもう１つの目的は、フレーム組立時間とフレーム製造コストを減らす、このよう
なストラット・タワーを提供することである。
【００１１】
本発明のもう１つの目的は、立体フレーム式自動車フレームの使用を容易にする、このよ
うなシステムを提供することである。
【００１２】
本発明のさらにもう１つの目的は、個別構成部分どうしの接合量が最小限になる、このよ
うなフレームを提供することである。
【００１３】
本発明のこれらおよびその他の目的は、本明細書に添付の図面を参照して行う本発明の下
記の説明から、さらに完全に理解されよう。
【００１４】
（好ましい実施形態の説明）
本明細書に使用されているような「単体」という用語は、鋳造の後に機械切削またはその
他の加工を行った場合もある単一金属鋳造物を指すものとし、２つの個別鋳造構成部分の
組立品から作られるこのような鋳造物も含むものとする。
【００１５】
図１を見ると、本発明のフレームの一形式が示されている。フレームは前フレーム部分２
、後フレーム部分４、および連結用中間フレーム部分６を有する。フレームは、所望の外
形、強度、耐衝撃性、および自動車などの車両の製造に必要な多くの他の構成部分と協働
するために必要な他の特徴を有する。
【００１６】
前フレーム部分２は、フレームの反対側に配置されて互いに整列した１対の実質的に剛性
のストラット・タワー１０、１２を有する。本明細書でさらに詳しく説明するように、１
４、１６、１８、２０などの複数のビームが前ストラット・タワー１２に確保され、ビー
ム１４、１６は前ストラット・タワーの下部分に確保され、ビーム１８、２０は前ストラ
ット・タワーの上部分に確保されている。同様に、ビーム３０、３２と１対の下部ビーム
（図示せず）は前ストラット・タワー１０に確保されている。前フレーム部分２はまた、
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トラバース構造ビーム４０、４２によって連結された１対の前ポスト３４、３６を有する
。ビーム１４、１６、１８、２０、３０、３２は中空押出し成形品であってもよい。
【００１７】
後フレーム部分４は、１対の後ストラット・タワー５０、５２と、トラバース・ビーム６
０によって連結された後方に突出した１対のビーム５６、５８とを有する。ビーム６４、
５８、６６は後ストラット・タワー５２に確保され、ビーム７０、５６、７２は後ストラ
ット・タワー５０に確保されている。中間フレーム部分のビーム７８、８０は、前フレー
ム部分２を後フレーム部分４に連結し、領域８４において適当な床（図示せず）を受ける
ために役立つ。図示した形のフレームはリヤ・エンジン車両に使用するために設計された
もので、立体フレームである。
【００１８】
前ストラット・タワー１０、１２は一般に互いに鏡像を呈し、後ストラット・タワー５０
、５２も一般に互いに鏡像を呈することになる。図２～４を見ると、ストラット・タワー
１２の下部分に確保されたビーム１４、１６とストラット・タワー１２の上部分に確保さ
れたビーム１８、２０は、剛性組立品を作り出すように、たとえば溶接、接着結合、機械
的留め具などのいずれか適当な手段によってストラット・タワーに確保されている。
【００１９】
図２、３は、単体鋳造物である前ストラット・タワー１２の外面を示す。上サスペンショ
ン・アームを適当な機械的留め具によってねじ付き孔９０、９２、９４、９６に確保し、
下サスペンション・アームを適当な機械的留め具によってねじ付き孔１００、１０２、１
０４、１０６に確保することができる。前ストラット・タワーと後ストラット・タワー１
０、１２、５０、５２の両方に緩衝器を取り付けることができ、適当な機械的留め具によ
って開口付きプレート１１０、１１２に取り付けることができる。この方法で車両の構成
部分が、構造的完全性と性能効率を保つ効率的な方法で、単体鋳造ストラット・タワーに
効果的に確保できることは認識されよう。ねじ付き開口１２０、１２２にはステアリング
・ラックを確保することができる。望む場合にはストラット・タワー１０、１２に追加の
部材を確保できることは認識されよう。図示された形式では、ベース１３０とトップ１３
２は約５０～８０ｍｍの平均深さを有することになる。トップ１３２の幅は一般にベース
１３０の幅よりも小さくなる。ストラット・タワー１２の全高Ｈと全幅は、複数の構成部
分を組み立てることが必要である従来の技術のシステムより小さくすることができ、約３
００～６００ｍｍにすることができる。
【００２０】
図３に示すように、タワーはベース１３０に１２７、１２９などの複数の開口部を有する
ことが好ましく、これらの開口部は組立の主要点として役立ち、またその後に組立ライン
の締付け穴としても役立つことができる。このような主要位置点は一般に前ストラット・
タワーと後ストラット・タワーの両方１０、１２、５０、５２において、特定の車両につ
いて望まれる位置に設けられることになる。
【００２１】
図５には、ストラット・タワー１２の内面が示されている。通路１３６の内部に構造クロ
ス部材（図示せず）を例えば溶接、接着結合、または機械的止め具によって確保すること
ができる。ねじ付き開口１４０、１４２、１４４、１４６などの二次ブラケット部材を、
例えば警笛または制動システム構成部品などの他の部材を確保するために使用することも
できる。フランジ１５０が防火壁に確保されるように適合されている。
【００２２】
ここで図６、７を参照して、左側の後ストラット・タワー５２を詳細に論述する。構造ビ
ーム６６が概して正方形の接合要素１２０の内部に確保されている。ビーム６４（図示せ
ず）が凹部１２２の内部に受け入れられ、ビーム５８が支持凹部１２８に確保される。こ
れらのビームは例えば溶接によってストラット・タワーに連結することができる。例えば
機械的止め具によるように、ねじ穴１４０、１４２、１４４、１４６を使用して上サスペ
ンション・アームを確保し、ねじ穴１６０、１６２、１６４を使用して下サスペンション
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５４に確保された適当な機械的留め具によって行うことができる。タイロッドの取付けを
ねじ付き穴１７０、１７２、１７４に行うことができる。アンティロール・バーを通路１
８０に確保することができる。他の部材もストラット・タワーに確保できることは当業者
には認識されよう。例えば、フード用ヒンジ、手動ブレーキ用ブラケット、およびステア
リング・ラック支持物を前ストラット・タワー１０、１２に確保することができる。後ド
ア、トランク蓋、または窓用ヒンジを後ストラット５０、５２に確保することができる。
ストラット・タワーに電気モータを確保することもできる。
【００２３】
図８を見ると、穴１８０に確保することのできるクロス部材は、１８２において確保され
る他の端部を有することもできる。構造フレーム交叉部材は、望む場合にはねじ付き穴１
９０、１９２、１９４、１９６の中に確保することができる。
【００２４】
例えば砂型鋳造またはダイ鋳造によるアルミニウム鋳造物からストラット・タワー１０、
１２、５０、５２を製造することが一般に好ましい。砂型鋳造に適した合金はＡ３５６ま
たはＢ３５６であって、このようなアプローチは高強度の部品を有する小容積の製品に有
利である。大容積製品のダイ鋳造のためには、Ｃ４４８などの合金を使用することができ
る。ここでは「アルミニウム」を参照しているが、最終適用に望ましい特徴を有する適当
な鋳造合金であればどれでも使用できることは認識されよう。また、望む場合には、マグ
ネシウムおよびマグネシウム合金鋳造物もストラット・タワーを製造するために使用する
ことができる。
【００２５】
本発明が、単体鋳造物であって、立体フレームである車両フレームの中で有利に使用され
るストラット・タワーを、簡単かつ経済的に使用し、同時にフレームの望ましい機能的態
様を保つ効果的な手段を提供することは認識されよう。このすべては達成され、同時に多
数の個別部品を製造して、これらの部品の組立に必要な労力に投資する必要性を排除する
。
【００２６】
本発明の特定の実施形態について例示を目的として上に説明したが、添付の特許請求の範
囲に定義されるように本発明から逸脱することなく詳細の多くの変形が可能であることは
、当業者には明白であろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の自動車フレームの一形式の斜視図である。
【図２】　図１のフレームの前フレーム部分の左側を示す斜視図である。
【図３】　図２のストラット・タワーの外側を示す斜視図である。
【図４】　図２の前フレーム部分の反対側を示す斜視図である。
【図５】　図３のストラット・タワーの反対側を示す斜視図である。
【図６】　図１のフレームにおける後フレーム部分の左側を示す斜視図である。
【図７】　図６のストラット・タワーの外側を示す斜視図である。
【図８】　図６の後フレーム部分の反対側を示す斜視図である。
【図９】　図７のストラット・タワーの反対側を示す斜視図である。
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              特開平０８－１７５４２６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２６３２４８（ＪＰ，Ａ）
              特表２０００－５０９３４５（ＪＰ，Ａ）
              実開平０６－０２７４４２（ＪＰ，Ｕ）
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